
三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）　平成22年11月一部改訂概要

第11編　水道・工業用水道編

11 1 2 適用すべき諸基準 11-1 適用年度の修正

11 3 6 5 管布設の表示 1 11-7 文書の修正
2 11-7 文書の追加

11 4 3 2 継手の接合 1 11-17 形式標記の変更

11 4 4 1 外面防食の材料 2 11-19 表4-8の修正（単位、規格値）
11-20 表4-9の修正（規格の追加）
11-20 表4-10の修正（単位、規格値）

11 4 6 1 現場溶接接合 1 11-23 参考図の修正、追加

11 4 8 1 管表示テープ 11-30 削除（P11-7、3-6-5内に移動）

11 6 3 1 工場塗装及び現場塗装 3 11-32 文書の修正
11-33 表6-1の削除

11 7 2 2 塗装仕様 11-35 文書の修正、表7-1の削除
11-36 表7-1の削除

写真管理基準（案）

撮影箇所一覧表 348 標記の修正及び項目の追加

項 改訂概要 備考ページ章編 節 条



第１１編 水道・工業用水道編　　第１章 一般事項
ページ 条

11-1 1-1-2 1-1-2　適用すべき諸基準 1-1-2　適用すべき諸基準

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

　請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によらなければ 　請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によらなければ

ならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として、設計図書の規定に従う

ものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道施設設計指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2000）

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道維持管理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2006）

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道施設耐震工法指針・解説　　　　　　　　　　　（1997）

　（社）日本工業用水道協会　　　　　工業用水道施設設計指針・解説 　　　　　　　　　（2004）

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道施設設計指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2000）

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道維持管理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2006）

　（社）日本水道協会　　　　　　　　　　水道施設耐震工法指針・解説　　　　　　　　　　　（2009）

　（社）日本工業用水道協会　　　　　工業用水道施設設計指針・解説 　　　　　　　　　（2004）

ならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として、設計図書の規定に従う

ものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

　（社）日本工業用水道協会　　　　　工業用水道維持管理指針　　　　 　　　　　　　　　（1993）　（社）日本工業用水道協会　　　　　工業用水道維持管理指針　　　　 　　　　　　　　　（1993）



第１１編 水道・工業用水道編　　第６節 管弁類及び伸縮可撓管の据付け
ページ 条

11-7 3-6-5 3-6-5　管布設の表示 3-6-5　管布設の表示

　請負者は、埋設管布設後、埋戻し前に管頂部を清掃のうえ管明示テープを貼付けなければなら

ない。

（１）材料は、ポリエチレン又は塩化ビニール等の重合樹脂材で、裏面接着剤付又はシールと

　する。

　　なお、管明示テープの寸法及び文字は表３－３のとおりとする。

表3-3

２．管明示テープ

　請負者は、管布設の施行に際し管明示シートで識別表示をしなければならない。

（１）管接合の後、監督員が指示する場合を除き管天50cmまで埋戻し、十分転圧を行った後土砂を

　平坦に敷均し、シートを管のほぼ中心線に沿って敷設し、シートが乱れないよう埋戻しを行うもの

　　　なお、シートの寸法及び生地色は表３－１の通りとする。

（３）構造は、外力が加わったときシートの伸長性をとるため長さが２倍になるよう重ね合わせて

　点溶着又は縫製した折込み式とする。

　　　なお、テープの寸法及び生地色は表３－１の通りとする。

　とする。

（３）構造は、外力が加わったときシートの伸長性をとるため長さが２倍になるよう重ね合わせて

　点溶着又は縫製した折込み式とする。

（１）管接合の後、監督員が指示する場合を除き管天50cmまで埋戻し、十分転圧を行った後土砂を

　平坦に敷均し、テープを管のほぼ中心線に沿って敷設し、テープが乱れないよう埋戻しを行うもの

　とする。

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

　請負者は、管布設の施行に際し埋設テープで識別表示をしなければならない。 １．管明示シート



第１１編 水道・工業用水道編　　第４章 管材料及び接合
ページ 条

11-17 4-3-2 4-3-2　継手の接合 4-3-2　継手の接合

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

表４－５ 表４－５

SⅡ形



第１１編 水道・工業用水道編　　第４章 管材料及び接合
ページ 条

11-19 4-4-1 4-4-1　外面防食の材料

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

表４－８ 表４－８



第１１編 水道・工業用水道編　　第４章 管材料及び接合
ページ 条

11-20 4-4-1 4-4-1　外面防食の材料 4-4-1　外面防食の材料

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

表４－９ 表４－９

表４－１０ 表４－１０



第１１編 水道・工業用水道編　　第４章 管材料及び接合
ページ 条

11-23 4-6-1 4-6-1　現場溶接接合 4-6-1　現場溶接接合
【図4-2】 【図4-2】

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

追加

修正



第１１編 水道・工業用水道編　　第４章 管材料及び接合
ページ 条

11-30 4-8-1 第8節　布設管の表示
4-8-1　管表示テープ
　　請負者は、埋設管布設後、埋戻し前に管頂部を清掃のうえ管表示テープを貼付けなければ

　ならない。

　（１）材料は、ポリエチレン又は塩化ビニール等の重合樹脂材で、裏面接着剤付又はシールと

　　　する。

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

　　　　なお、管表示テープの寸法及び文字は表４－１５のとおりとする。

表４ー１５

削除（P11-7、3-6-5内へ移行）



第１１編 水道・工業用水道編　　第６章 水管橋上部工
ページ 条

11-32 6-3-1 6-3-1　工場塗装及び現場塗装 6-3-1　工場塗装及び現場溶接部塗装

　　　する。

　７．ステンレス鋼水管橋については、別途監督員と協議しなければならない。

　　　する。

　７．ステンレス鋼水管橋については、別途監督員と協議しなければならない。

　２．水道本管の内面塗装はJWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）の

　　規定による。

　３．外面塗装に使用する塗料及びその仕様については、WSP009（水管橋外面防食基準）

　６．素地調整は製品ブラストを原則とし、仕上げ状況は、ISO8501-1のSA2 1/2以上と

　　の指示によらなければならない。

　５．補剛材、歩廊等部材の中・上塗りの色調は、監督員の指示によるものとする。

　６．素地調整は製品ブラストを原則とし、仕上げ状況は、ISO8501-1のSA2 1/2以上と

　　の規定によるものとする。

　４．水道本管の中・上塗りの色調及び名称表示、文字の大きさ、書体については、監督員

　　の指示によらなければならない。

　５．補剛材、歩廊等部材の中・上塗りの色調は、監督員の指示によるものとする。

　２．水道本管の内面塗装はJWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）の

　　規定による。

　３．外面塗装は表６－１の仕様とする。

　４．水道本管の中・上塗りの色調及び名称表示、文字の大きさ、書体については、監督員

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

　１．塗装は次項の規定の他、第１編6-1-4、第１編 第６章 第２節を準用するものとする。 　１．塗装は次項の規定の他、第１編6-1-4、第１編 第６章 第２節を準用するものとする。



第１１編 水道・工業用水道編　　第６章 水管橋上部工
ページ 条

11-33 6-3-1 6-3-1　工場塗装及び現場塗装 6-3-1　工場塗装及び現場溶接部塗装

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

表６－１ 表６－１

削除



第１１編 水道・工業用水道編　　第７章 塗装（塗替え）
ページ 条

11-35 7-2-2
　使用する塗料及び仕様については、WSP009（水管橋外面防食基準）の規定によるもの

とする。

表７－１

　塗装仕様は設計図書に示す塗装系の分類に応じて表７－１の仕様を適用するものとする。

表７－１

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

7-2-2　塗装使用 7-2-2　塗装使用

削除



第１１編 水道・工業用水道編　　第７章 塗装（塗替え）
ページ 条

11-36 7-2-2

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

7-2-2　塗装使用 7-2-2　塗装使用

削除



写真管理基準（案）
ページ 条

348 -

三重県公共工事共通仕様書（平成21年7月）一部改訂

現行 改訂

追加




